
議案第２９号 

 

那須烏山市立認定こども園設置及び管理条例の一部改正について 

 

那須烏山市立認定こども園設置及び管理条例の一部を改正する条例を別紙のと

おり定めることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第１号の規定により議会の議決を求める。 

 

令和７年２月２５日提出 

 

那須烏山市長 川 俣 純 子 

 



1 

那須烏山市立認定こども園設置及び管理条例の一部を改正する条例 

令和 年 月 日 

那須烏山市条例第 号 

那須烏山市立認定こども園設置及び管理条例（令和６年３月那須烏山市条例第32号）の一部

を次の表のように改正する。 

 

改  正  後 現     行 

（事業の実施） （事業の実施） 

第４条 市立認定こども園は、次に掲げる事業を行

う。 

第４条 市立認定こども園は、次に掲げる事業を行

う。 

⑴ 法第９条各号に掲げる目標を達成するための教

育及び保育 

⑴ 法第９条各号に掲げる目標を達成するための教

育及び保育 

⑵ 預かり保育（教育課程に係る教育時間以外の時

間帯における保育をいう。以下同じ。） 

 

⑶ 法第２条第12項に規定する子育て支援事業のう

ち、市長が必要と認める事業 

⑵ 法第２条第12項に規定する子育て支援事業のう

ち、市長が必要と認める事業＿＿＿＿＿ 

⑷ 延長保育（子ども・子育て支援法（平成24年法

律第65号。以下「支援法」という。）第59条第２

号に規定する時間外保育をいう。） 

⑶ 延長保育（子ども・子育て支援法（平成24年法

律第65号。以下「支援法」という。）第59条第２

号に規定する時間外保育をいう。） 

⑸ 一時預かり保育（支援法第59条第10号に規定す

る一時預かり事業をいう。） 

⑷ 一時預かり保育（支援法第59条第10号に規定す

る一時預かり事業をいう。） 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認め

る事業 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認め

る事業 

  

（保育料） （保育料） 

第６条 略 第６条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 第１項に定めるもののほか、預かり保育、延長保

育又は一時預かり保育を行うときは、当該保育に係

る入園児童の保護者又は扶養義務者から、市長が別

に定める額の保育料を徴収するものとする。ただ

し、生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保

護世帯（単給世帯を含む。）については、無料とす

る。 

３ 第１項に定めるもののほか＿＿＿＿＿＿、延長保

育又は一時預かり保育を行うときは、当該保育に係

る入園児童の保護者又は扶養義務者から、市長が別

に定める額の保育料を徴収するものとする。ただ

し、生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保

護世帯（単給世帯を含む。）については、無料とす

る。 

４～６ 略 

 

４～６ 略 

 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


